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要 旨 

 

本稿では、『慶應義塾家計パネル調査』（2004～10年）の個票データを用いて、正規雇

用の職がないために仕方なく非正規雇用に就いている不本意型の非正規雇用の実態を

明らかにするとともに、就業形態毎に人々の主観的厚生水準がどのように異なるかを検

証する。検証の結果、非正規雇用の大多数は自ら選択している本意型であること、しか

し不本意型の非正規雇用者は失業者の約 1.5 倍と無視しえない人数であること、不本意

型の非正規雇用は独身、20 歳代あるいは 40～50 歳代、契約社員や派遣社員、運輸・通

信職や製造・建設・保守・運搬などの作業職などで多く、また、景気循環との関係では

不況期に増える傾向があることなどが明らかになった。このほか、就業形態の選択行動

や就業形態間の移行状況をみると、不本意型の非正規雇用は、同じ非正規雇用であって

も本意型とはその特性が異なり、むしろ失業との類似性が高いことがわかった。次に、

個々人の主観的厚生指標として心身症状（ストレス）の大きさを点数化した指標を就業

形態間で比較したところ、正規雇用よりも非正規雇用や失業、非労働力でストレスが大

きくなっていることがわかった。しかし、個人属性や就業選択の内生性をコントロール

すると、正規雇用よりもストレスが大きいのは、不本意型の非正規雇用と失業だけであ

ることも確認できた。つまり、非正規雇用だからといって厚生水準が低くなっていると

は限らず、その大多数を占める本意型については正規雇用や非就業と厚生水準は変わら

ない。一方で、不本意型の非正規雇用については、失業と同程度に、他の就業形態より

もストレスが有意に大きくなっており、需要側の制約のために効用が低下し、健康被害

という形でその影響が顕現化していると解釈できる。 
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１ はじめに 

 

雇用者の 3 割のウエイトを占めるようになった非正規雇用は、日本の労働市場で今後ど

のように活用されるべきだろうか。2008 年の金融危機を契機に非正規雇用の不安定性がク

ローズアップされるようになり、非正規雇用をこれまで同様に活用し続けるべきか、ある

いは、規制を強め何らかの制限を加えるべきかといった議論が活発になされている。しか

し、ひと言で非正規雇用といっても、パート・アルバイト、契約・嘱託社員、派遣社員な

どの呼称、あるいは、契約期間でみても、そこには多様な労働者が含まれる。そこで本稿

では、非正規雇用の多様性のうち、労働者が希望して就業しているかどうかに着目し、正

規雇用の職がないために仕方なく非正規雇用に就いている不本意型の非正規雇用に焦点を

当てた分析を行う。 

就業していない人のうち、需要制約やミスマッチなど労働市場に問題があるため職がみ

つからずジョブサーチしている人は、自ら進んで就業しないことを選択した人とは区別さ

れ、失業者として注目される。非正規雇用を本意型と不本意型に区別するのはこれと同じ

考え方であり、需要制約やミスマッチの影響がある点で不本意型の非正規雇用は失業と類

似した就業形態といえる。これまで失業が社会的・学術的に注目されてきた半面、不本意

型の非正規雇用への関心は必ずしも高くはなかった。しかし、非正規雇用が増加し、経済

の不確実性や構造的なミスマッチが増大する中、非正規雇用を本意型と不本意型に分ける

ことで、新たな知見や政策の方向性がみえてくる可能性がある。 

たとえば、不本意型の非正規雇用に就くことで労働者の厚生が低くなっているとすれば、

失業と同様に不本意型の非正規雇用は、社会的な政策対応を施す対象になりうる。一方で、

不本意であっても、失業せずに雇用されているという意味では、不本意型の非正規雇用に

は失業率の上昇を抑え、労働者の生活を支える役割もある。正規雇用への移行確率や労働

者の厚生水準が失業より劣らなければ、不本意型の非正規雇用は、不況期の一時的な受け

皿として評価することもできる。こうした問題意識のもと、次節以降では『慶應義塾家計

パネル調査』の個票データを用いて、同じ非正規雇用であっても、それを希望して就いて

いる本意型と希望していない不本意型ではその特性や主観的厚生が大きく異なるかどうか

を検証する。 

本稿の分析は主に 2つからなる。1つは、不本意型の非正規雇用の特性を記述統計やシン

プルな推計をもとに明らかにすることである。これまで、不本意型に注目した非正規雇用

の研究としては、永瀬［1997］、Barrett and Doiron [2001]、脇坂［2003］、周［2008］、野田・

山本［2009］などがある。たとえば、永瀬 ［1997］ は正社員とパートタイム労働者の賃

金の差が Rosen [1974] 流の補償賃金格差で説明できないことや、非自発的パートがパート

タイム労働者の約 15%を占めること、中高年・低学歴・長時間労働者が不本意パートにな
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りやすいために賃金格差が生じている可能性があることなどを指摘している。また、Barrett 

and Doiron [2001]も、カナダのデータを用いて、不本意型のパートタイム労働者の賃金が低

くなっている点などを明らかにしている。さらに、野田・山本［2009］では、労働供給行

動が本意型と不本意型の非正規雇用で異なることや、就業意欲喪失効果は不本意型ではな

く本意型の非正規雇用で顕著にみられることなどを示している1。これらの先行研究に対し

て、本稿の特色としては、個々人の最新のパネルデータをもとに、不本意型の非正規雇用

の特性を包括的に明らかにすること、特に失業や正規雇用、本意型の非正規雇用、非労働

力とった多様な就業形態間の比較や就業形態間のダイナミズム（移行）の検証を行うこと

が挙げられる。 

本稿のもう 1 つの分析は、就業形態毎に個々人の効用がどの程度異なるか、特に、不本

意に非正規雇用に就くことで効用がどの程度低下しているかを検証することである。就業

形態によって労働者の効用が異なる可能性は、これまでにも Clark and Oswald [1994]や

Winkelmann and Winkelmann [1998] 、大竹［2004］、佐野・大竹［2007］などで示されてい

る。しかし、これら経済学分野の研究のほとんどが失業に焦点を当てたものであり、多く

の研究で労働者の主観的厚生指標が失業によって低下することが指摘されてきた。その一

方で、これらの研究では、非正規雇用さらには不本意型の非正規雇用といった就業形態が

労働者の主観的厚生をどの程度低くするかについては、必ずしも明らかにされていない2。

もっとも、疫学研究の分野においては、Virtanen et al. [2003]や馬場・近藤［2005］など、主

観的厚生指標の１つである主観的健康度と就業形態の関係を検証した研究蓄積がある。た

とえば、Virtanen et al. [2003]は、フィンランドの労働者のデータを用いて、就業者のほうが

無業者よりも主観的健康指標がよいことや、契約期間の定めの有無によって主観的健康指

標は異ならないことなどを示している。また、馬場・近藤［2005］は『消費生活に関する

パネル調査』（家計経済研究所）を用いて、女性の就業形態（就業か無業、常勤か非常勤、

雇用者か自営業主など）と主観的健康指標の相関関係を検証し、非常勤よりも常勤のほう

が健康状態がよい傾向にあることを指摘している。ただし、馬場・近藤［2005］も指摘し

ているように、これらの研究は横断面的な分析にもとづくため、就業形態と主観的健康指

標の因果関係の解釈については慎重になる必要がある3。これに対して本稿の分析は、①非

正規雇用を本意型と不本意型に分けること、さらに、②労働者の個人属性をコントロール

                                                  
1 このほか、脇坂［2003］は、不本意型の非正規雇用に就いているのは、男性、高年齢、無配偶
者、家計維持者に多いと示しているほか、周［2008］では、やむを得ず非正規雇用になった若者
が近年増加していることなどが示されている。 
2 後述するように、最近の日本の研究では、就業形態による主観的厚生の違いを検証する研究も
みられるようになった（森川［2010］や鶴ほか［2011］など）。 
3 疫学・心理学の分野の研究では、健康に関する他のリスク要因（喫煙や肥満など）が豊富にコ
ントロールされている一方で、労働者の観察される個人属性（所得や資産、学歴、家族構成など）
や観察されない固定効果が十分にコントロールされていないことが多く、本稿の分析はその点で
差別化が図られていると考えられる。 
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するとともに、操作変数を用いた固定効果推計を実施することで、主観的厚生（健康）指

標が就業形態の選択に影響を与える逆の因果性の可能性をコントロールすることなどが大

きな特色といえる。 

 本稿の分析で得られた結果をまとめると次のようになる。まず、不本意型の非正規雇用

は全サンプルの 3.4%、非正規雇用に占める比率でみても 13.8%と小さく、非正規雇用で就

業している雇用者の大多数は自ら選択している本意型であることがわかった。ただし、不

本意型の非正規雇用は、失業と比べると、その数は約 1.5倍と無視しえないことも示された。

このほか、不本意型の非正規雇用は、独身、20歳代あるいは 40～50歳代、契約社員や派遣

社員、運輸・通信職や製造・建設・保守・運搬などの作業職などで多く、また、景気循環

との関係では不況期に増える傾向があることも明らかになった。このほか、就業形態の選

択行動や就業形態間の移行状況をみると、不本意型の非正規雇用は、同じ非正規雇用であ

っても本意型とはその特性は異なり、むしろ失業との類似性が高いことがわかった。 

次に、個々人の主観的厚生指標として心身症状（ストレス）の大きさを点数化した指標

を就業形態間で比較したところ、正規雇用よりも非正規雇用や失業、非労働力でストレス

が大きいことがわかった。しかし、年齢や所得などの個人属性や就業選択の内生性をコン

トロールすると、非正規雇用の中でもストレスが大きいのは不本意型だけであり、本意型

の非正規雇用については、非就業と同様に、正規雇用と同程度のストレスになっているこ

とも明らかになった。非正規雇用だからといって厚生水準が低くなっているとは限らず、

その大多数を占める本意型については正規雇用や非就業と変わらないことは特筆に値しよ

う。一方で、不本意型の非正規雇用については、正規雇用や本意型の非正規雇用などの就

業形態よりも心身症状指標が有意に大きく、その大きさは失業と同程度である。不本意型

の非正規雇用や失業という就業形態は、いずれも労働者の希望に合わないという意味で需

要側の制約を受けており、そのために厚生水準が低下し、健康被害という形でその影響が

顕現化していると解釈できる。 

 以下、2節では、本稿で用いるデータについて説明するとともに、不本意型の非正規雇用

の実態を明らかにする。次に 3 節では、就業形態によって労働者の主観的厚生が異なるか

どうかを心身症状を用いて分析する。そのうえで最終節では分析結果のまとめと含意につ

いて議論する。 

 

２ データでみる非正規雇用の実態 

 

2.1 不本意型非正規雇用の分布 

 

データおよび就業形態の定義 

 本節では、『慶應義塾家計パネル調査（Keio Household Panel Survey、以下 KHPS）』の個票
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データを用いて、不本意型を中心とする非正規雇用の実態を明らかにする。KHPSは、2004

年から毎年 1 月末時点に実施されている同一個人に対する追跡調査であり、全国に居住す

る満 20～69歳の男女個人を母集団とし、層化 2段階抽出法により無作為に抽出された個人

を調査対象者としている。調査対象者は 2004年の 4,000人と 2007年に追加された 1,400人

の合計 5,400人となっている。ただし、調査対象者の配偶者にも調査を行っているため、実

際には約 9,000人のデータが利用できる。2005年以降の継続回答率は 82.7%、86.4%、91.3%、

90.9%、92.6%と推移している。KHPSの標本特性については木村［2005］で詳しく分析され

ているが、『国勢調査』（総務省）や『労働力調査』（総務省）などの他の統計調査と比

べ、調査項目の分布に有意な差は認められないことがわかっている。 

KHPSでは調査対象者に就業状態と勤め先での職位（勤務形態）を聞いており、そこから

正規雇用（常勤の職員・従業員＜正規社員＞）、非正規雇用（契約社員、アルバイト・パ

ートタイマー、派遣社員、嘱託）、非就業者の区別ができる。このうち、非就業者につい

ては、職探しの有無を聞いているので、職探しをしている人を失業（求職）、それ以外を

非労働力に分類することができる。さらに、非正規雇用者については、その勤務形態で働

いている理由として、①「正規社員で働くことを希望していたが、雇ってくれる会社がな

かったから」、②「賃金・労働条件・待遇などがよかったから」、③個人的な事情から正

規社員の労働条件では働けないから」、④「その他」のいずれであるかを聞いている。そ

こで本稿では、①の「正規社員で働くことを希望していたが、雇ってくれる会社がなかっ

たから」を選択している人を不本意型の非正規雇用、②から④を選択した人を本意型の非

正規雇用と定義する。その結果、本稿で扱う就業形態は、「正規雇用」、「不本意型非正

規雇用」、「本意型非正規雇用」、「失業」、「非労働力」の 5つになる。 

このような定義で求めた不本意型の非正規雇用はどの程度のウエイトを占めるのか。以

下、民間企業に勤める 54歳以下の男女の雇用者（学生を除く）をサンプルとして、この点

を確認していく4。 

 

就業形態の分布 

まず、図 1 で就業形態の構成比をみてみると、2004～10 年の平均で正規雇用は 52.1%、

不本意型非正規雇用は 3.4%、本意型非正規雇用は 21.2%、失業は 2.3%、非労働力は 21.0%

となっている。非正規雇用に注目すると、全サンプルに占める比率は 24.6%、雇用者に占め

る比率では 32.1%となり、『労働力調査』（総務省）のデータなどでも指摘されるように、

雇用者の 3 人に 1 人が正規雇用ではなく非正規雇用として働いていることがわかる。この

                                                  
4 なお、55 歳以上を含めないのは、次節での分析に合わせるためである。次節では、就業形態
が労働者の健康状態に与える影響をみるが、そのとき、年齢の高いサンプルを含めると、健康状
態が悪いから非正規雇用を選択するといった逆の因果性が生じやすくなるため､54 歳以下の雇
用者に限定する。 
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うち、本稿で注目する不本意型の非正規雇用は全体の 3.4%に過ぎず、非正規雇用に占める

比率でみても 13.8%と小さい5。つまり、非正規雇用で就業している雇用者の大多数は自ら

選択している本意型であり、不本意型は少数派に過ぎないといえる。近年、非正規雇用の

待遇の悪さや不安定性に対する社会的な関心が高まり、その是正が検討されているにもか

かわらず、大多数の労働者は自発的に非正規雇用を選択していることは興味深い。もちろ

ん、本意型の非正規雇用にも問題がないわけではなく、本意型といっても、正規雇用に伴

う長時間労働などのデメリットと非正規雇用に伴う不安定性などのデメリットを比較考量

し、消去法的に自ら非正規雇用を選んでいる人も含まれるだろう。しかし現状の雇用条件

を所与とした場合、たとえ不安定性が伴っても、非正規雇用の多くが自発的な選択をして

いる事実は、非正規雇用問題を考えるうえで重要だと思われる。 

一方、不本意型の非正規雇用は、雇用者の中で決して多くはないが、失業者と比べると、

その数は約 1.5倍と無視しえないことも注目すべきであろう。さらに、図 1で時系列的な推

移をみてみると、不本意型の非正規雇用は不況期に大きくなる傾向がみてとれる。すなわ

ち、不本意型の非正規雇用の比率は、好況期だった 2007年が 3.0%と最も低く、リーマン・

ショック後の 2010年には 3.9%まで上昇している。 

次に、図 2 で属性別の分布をみてみると、まず、男女の違いとして、全体に占める不本

意型の非正規雇用の比率は、男性よりも女性で高いことがわかる。ただし、女性のほうが

非正規雇用のウエイトが圧倒的に大きいため、非正規雇用に占める比率としてみると、女

性よりも男性のほうで不本意型が高い。次に、男女別にみると、男性では 20歳代や独身で

高いことや、女性では 20 歳代や独身とともに 40～50 歳代で高いことがわかる。独身の場

合、不本意であっても、生活のためには就業機会のある非正規雇用を選ばざるをえないと

推察できる。また、女性については、出産・育児期にいったん労働市場から退出した後、

40～50歳代で再び参入する「M字型」の労働供給パターンが一般に観察されるが、労働市

場に再参入する時点で正規雇用を希望しても、非正規の職しか見つからない傾向があると

いえよう。 

さらに図 3 では、非正規雇用に占める不本意型の比率をいくつかの側面で比較できる。

まず、雇用形態別にみてみると、不本意型はアルバイト・パートタイマーで少ない一方で、

契約社員や派遣社員で多く、3割以上が不本意型となっている。学歴別にみると、不本意型

の比率に大きな違いはみられない。次に、職種別には、運輸・通信職や製造・建設・保守・

運搬などの作業職、保安職で不本意型が多く、産業別にみても関連する製造業、運輸、通

信情報業で多くなっている。 

                                                  
5 厚生労働省の『就業形態の多様化に関する総合実態調査』（2007年）を用いて、非正規雇用を
選んだ理由として「正社員として働ける会社がなかったから」と回答した非正規雇用者を不本意
型と定義すると、非正規雇用の比率は 18.9％となる。ただし、この調査は複数回答形式で非正規
雇用を選んだ理由を 3つまで回答してもらうようになっているため、不本意型の比率が大きめに
出やすい点は留意が必要である。 
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就業形態選択の要因 

最後に、上でみた個人属性を含め、労働者がどのような要因によって各就業形態を選ん

でいるかを把握するため、誘導形の多項ロジットモデルを推計する。就業形態の選択に影

響を与える要因としては、年齢、学歴、家族構成（婚姻状態、未就学のこどもの有無、同

居人数）、県別有効求人倍率を考える。これらの変数の基本統計量は表 1のとおりである。 

表 2 が多項ロジットモデルの推計結果であり、各就業形態の選択確率に対する限界効果

を掲載している。表をみると、不本意型非正規雇用の確率を有意に高める要因としては、

女性、50 歳代、高卒、独身、未就学児のいないこと、同居人数が少ないこと、有効求人倍

率が低いことが挙げられる。これらの多くは上の図表で確認したことであり、基本的な個

人属性を同時にコントロールしても、同様の結果が得られたことになる。 

ここで有効求人倍率に注目すると、景気の悪い時期や地域ほど、不本意型の非正規雇用

が増え、逆に、本意型の非正規雇用は減る傾向が示されている。これは、不況期に職探し

を諦める就業意欲喪失効果が（不本意型ではなく）本意型の非正規雇用でみられることを

指摘した野田・山本［2008］と整合的な結果といえよう。一方で、表 2 からは、不本意型

の非正規雇用と同様に、失業も不況期に増加する傾向が確認できる。これらのことから、

不本意型の非正規雇用は、同じ非正規雇用であっても本意型とはその特性が異なり、むし

ろ失業に近い就業形態と捉えることもできる。 

 

2.2 不本意型非正規雇用と失業の類似性 

 

不本意型の非正規雇用が、本意型の非正規雇用ではなく、むしろ失業に近いということ

は、表 2 の多項ロジットモデルを用いた検定でも確認できる。具体的には、推計した多項

ロジットモデルにおいて、各説明変数の係数が就業形態間で有意に異なっているかを Wald

検定で確認する方法をとる。本稿では非正規雇用を本意型と不本意型に区別した分析を行

っているが、両者の属性や行動が同じであれば、それぞれを区別する必要はない。しかし、

その場合には、表 2 の多項ロジットモデルの推計結果で、本意型と不本意型の係数は統計

的に有意に異ならないはずである。 

そこで、表 3 では、就業形態間の組み合わせ毎に各係数が同一であるという帰無仮説を

Wald検定した際のカイ 2乗検定量を掲載した。検定結果は、すべての組み合わせにおいて

帰無仮説が 1%水準で棄却されることを示しており、5 つの就業形態はすべて異なるカテゴ

リーとみなすことが適当といえる。さらに、カイ 2 乗検定量の大きさを比べると、不本意

型の非正規雇用は正規雇用との組み合わせでは 3,679、本意型の非正規雇用の組み合わせで

は 416.8、失業との組み合わせでは 50.4、非労働力との組み合わせでは 847.5となっている。

ここで、カイ 2 乗検定量が大きいほど就業形態間での係数の違いが大きいとみなせば、不



 6

本意型の非正規雇用は、本意型の非正規雇用ではなく失業と最も類似性が高いと解釈する

ことができる。 

さらに、不本意型の非正規雇用と失業の類似性は、就業形態間のダイナミズムでみても

確認できる。図 4 はその年に正規雇用に就業している確率を前年の就業形態毎に示したも

のである。これをみると、正規雇用では 9 割以上が継続して正規雇用されている一方で、

他の就業形態から正規雇用への移行確率は 2 割未満と非常に低いこと、ただし、その中で

は、不本意型の非正規雇用あるいは失業から正規雇用への移行確率が相対的には高く、そ

れぞれ 15%と 19%となっていることがわかる。さらに、掲載は省略するが、このことは労

働者の属性をコントロールした分析結果をみても当てはまる。具体的には、表 2 の多項ロ

ジットモデルで用いた説明変数と就業形態毎のダミー変数を用いて、翌年に正規雇用され

る確率をプロビット推計すると、不本意型の非正規雇用と失業の係数の大きさは統計的に

有意に異ならず、また、本意型の非正規雇用や非労働力よりも有意に大きくなる。 

以上で示された不本意型の非正規雇用と失業の類似性については、いくつかの解釈がで

きよう。1つは、ポジティブな解釈であり、非正規雇用という就業機会がなければ、不本意

型の非正規雇用は失業者になっていたというものである。特に、不本意型の非正規雇用か

ら正規雇用へ移行できる確率は絶対水準では低いが、失業など他の就業形態と比べて見劣

りするわけではない。このことを踏まえると、不本意型の非正規雇用は、正規雇用に就け

ない労働者の生活を支え、失業率の上昇を抑えるという意味で一定の役割を果たしている

と解釈することができよう。もう 1 つは、ネガティブな解釈であり、失業と同様に、不本

意型の非正規雇用は何らかの需要側の制約を受けており、労働者の希望が実現されていな

いため、労働者の厚生が低下している可能性があるというものである。仮に不本意型の非

正規雇用の厚生が低下しているとすれば、何らかの政策対応も必要になろう。そこで、次

節では、就業形態毎に労働者の厚生がどのように異なるか、具体的には、需要制約を受け

ている不本意型の非正規雇用で働いている労働者ほど、本意型の非正規雇用などの他の就

業形態に比べて（主観的）厚生が低くなっているかを検証する。 

 

３ 不本意型非正規雇用の主観的効用 

 

3.1 心身症状指標の作成 

 

前節に引き続き、本節では KHPS の個票データを用いて就業形態毎に人々の厚生水準が

異なるかどうかを検証する。ここでは、個々人の厚生水準の代理指標として、心身症状（ス

トレス）に関する自覚の度合いを点数化した心身症状指標を用いる。 
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近年、個々人の主観的厚生（subjective well-being）、つまり主観で判断した効用水準を、

アンケート調査などで計測する行動経済学の研究が増えており6、本稿の分析もその 1 つと

位置づけられる。主観的厚生指標としては、幸福度や満足度が用いられることが多いが、

Kahneman and Krueger [2006]が指摘するように、そうした指標は、調査方法（質問項目の順

番など）や環境（天気など）によって結果が左右されやすい傾向があり、計測誤差が伴う

との批判をしばしば受ける。これに対して、心身症状指標は、心身に関する症状を淡々と

細かく聞くので、調査方法や環境による影響は受けにくいと考えられる。事実、Kahneman 

and Krueger [2006]や Smith et al. [2005]などでは、幸福度や満足度などの主観的厚生指標の正

当性を裏付けるエビデンスとして、健康指標との相関の高さが提示されており、健康指標

の 1 つである心身症状指標の客観性は幸福度や満足度よりも高いと考えられる。ただし、

心身症状指標はあくまでメンタルヘルスの状況を指標化したものであるため、個々人の効

用の一部（特に、何らかのネガティブな部分）を捉えているにすぎない点には留意が必要

といえる。 

KHPSでは調査対象者に、「イライラすることが多くなった」といった心身症状項目につ

いて、「よくある」、「ときどきある」、「ほとんどない」、「全くない」の 4 つのいず

れがあてはまるかを回答してもらっている。そこで、本稿では 11項目の心身症状7を利用し、

それぞれを 0（全くない）から 3（よくある）で点数化して、すべてを合計したものを心身

症状指標（0～33点）と定義する。この心身症状指標が大きいほど心身症状やストレスが大

きく、メンタルヘルスが芳しくないと判断できる。なお、KHPSのうち、2004年と 2007年

は心身症状に関する質問が実施されていないため、分析にはこれらの年を除いた 2005 年、

2006年、2008年、2009年、2010年の 5年分のデータを用いる8。 

以下では個々人の厚生水準が心身症状指標に部分的に反映されていると想定したうえで、

就業形態別の比較を行うこととしたい。 

 

3.2 心身症状指標の比較 

 

図 5 は心身症状指標の分布（ヒストグラム）を就業形態別にまとめたものであり、比較

のために各図とも正規雇用者の分布も併せて掲載した。まず、図からは、いずれの分布も

                                                  
6 主観的厚生指標に関する展望論文としては富岡［2006］が参考になる。 
7 具体的な心身症状項目は、「頭痛やめまいがするときがある」、「動悸や息切れがするときがあ
る」、「胃腸の具合がおかしいときがある」、「背中・腰・肩が痛むことがある」、「疲れやすくなっ
た」、「風邪をひきやすくなった」、「イライラすることが多くなった」、「寝つきが悪くなった」、
「人と会うのがおっくうになった」、「今の生活に不満がある」、「将来に不安を感じる」の 11項
目である。 
8 このほか、ふだんの健康状態について「よくない」と回答しているサンプルと過去 2年間に入
院経験のあるサンプルについては、分析から除外する。ただし、これらのサンプルを分析に含め
た場合でも、本稿の分析結果に大きな違いは生じない。 
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心身症状が全くみられないことを意味するゼロにスパイクがあることが特徴として挙げら

れる。次に、就業形態間の比較をすると、正規雇用以外の就業形態の分布はいずれも正規

雇用よりも右側に位置しており、心身症状が多く生じていることがわかる。その傾向は、

不本意型の非正規雇用で最も顕著であり、心身症状指標の高い範囲に多くのサンプルが分

布していることがみてとれる。事実、図 6 で就業形態毎の心身症状指標の平均値をみてみ

ると、正規雇用が 14.1、不本意型の非正規雇用が 16.3、本意型の非正規雇用が 15.4、失業

が 14.8、非労働力が 15.3 となり、不本意型の非正規雇用のストレスが最も大きいことがわ

かる。 

ただし、ここでは心身症状指標と就業形態の関係を単純に比較しているにすぎず、就業

形態がストレスに与える因果関係を特定しているわけではない点には十分留意すべきであ

る。たとえば、正規雇用よりも非正規雇用で大きいとしても、非正規雇用によって心身症

状が多くあらわれるのか、あるいは逆に、心身症状があってメンタルヘルスが芳しくない

から正規雇用ではなく非正規雇用を選択しているのかは把握できない。特に、非労働力の

心身症状指標が正規雇用よりも大きいことには、そうした逆の因果性が生じている可能性

がある。この点については、以下の分析で、統計的に逆の因果性を考慮したうえで、就業

形態が心身症状指標に与える影響を検証することとしたい。 

このほかの属性と心身症状指標の関係を図 6 でみてみると、2009～10 年の不況期や高い

年齢層で心身症状が大きくなっていることや、独身と既婚の間には大きな違いはみられな

いこと、どの就業形態でも男性よりも女性で心身症状が大きくなっていることがわかる。

なお、幸福度や満足度で測った主観的厚生水準は、男性よりも女性のほうが高いことが多

くの先行研究で示されており（大竹［2004］など）、本稿では逆の結果が得られたことに

なる。これは、主観的厚生水準指標として、本稿では幸福度や満足度ではなく心身症状指

標を用いていることによるものと考えられ、この点については留意が必要といえよう9。 

 

3.3 分析フレームワーク 

 

理論的背景と実証モデル 

 就業形態によって主観的厚生水準（本稿では心身症状指標）が異なるとしたら、そこに

はどのような理論的な背景があるのだろうか。そもそも個々人が最大効用の得られる就業

形態を合理的に選択しているとしたら、効用の異質性を個人属性等でコントロールした後

                                                  
9 この心身症状指標特有の男女差によって、非正規雇用の心身症状指標が大きくなっている可能
性も考えられるが、図 5では、就業形態毎に比べても男性よりも女性で心身症状指標が大きくな
っており、非正規雇用に女性が多いために心身症状指標が大きくなっているわけではないことが
わかる。また、以下の分析では固定効果モデルで労働者に固有の要因をコントロールするため、
就業形態毎の心身症状指標を比較する際に、心身症状指標の男女差は影響しないことになる。 
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の主観的厚生水準は、就業形態に左右されることはないと考えられる。しかし、就業形態

の選択に何らかの制約が生じている場合、その制約によって個々人の主観的厚生水準が低

くなることもありえる。本稿では、5つの就業形態のうち、正規雇用、不本意型非正規雇用、

失業の 3つに制約が生じている可能性を考える。 

正規雇用についての制約は、労働時間制約である。Stewart and Swaffield [1997]や Ham and 

Reilly [2002]、Bryan [2004]などが指摘するように、労働者は労働時間を自由に変えることが

できず、労働時間を減らしたいと希望しているにもかかわらず、実際には長時間労働を強

いられている労働者が少なからず存在する。特に、日本では長時間労働が常態となってお

り、多くの正規雇用者が労働時間を減らしたいと希望している（Kuroda and Yamamoto 

[2011]）。労働には不効用が伴うとすれば、長時間労働を強いられるような労働時間制約が

正規雇用で生じている場合、主観的厚生水準は正規雇用で低くなることが予想される。非

正規雇用者の労働時間は平均的には短く、また、正規雇用に比べて労働時間や日数を調整

できる余地が労働者側にあるため、この点では正規雇用者よりも主観的厚生水準が高くな

っていてもおかしくない。 

 一方、不本意型の非正規雇用および失業についての制約は、不況による需要不足やミス

マッチなどの要因によって希望する職に就けていないという意味での制約である。不本意

就業あるいは失業によって主観的厚生水準が低くなっていることは容易に想像できる。本

稿ではその点を定量的に確認するとともに、同じ非正規雇用でも本意型は需要側の制約を

受けていないために主観的厚生水準が高くなっているという意味においても、本意型と不

本意型で非正規雇用の特性が異なる可能性があることを検証する。 

 以上のことを踏まえ、ここでは次の実証モデルを考える。すなわち、個々人の効用を U、

最適値を U*、主観的効用の一部を反映する心身症状を Y*、その観測値を Yとして、次の関

係を想定する。 
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ここで、個々人の効用は上述の制約によって最適値 U*からの乖離が発生し（U*– U > 0）、

それによって心身症状（ストレス）Y*が生じる。ただし、心身症状は一定の閾値 cを超える

までは 0 が観察され、心身症状が大きくなると顕現化する。また、効用の乖離は、就業形

態 Lと個人属性 Xによって規定されるものとする。 

本稿では、この実証モデルをトービットモデルおよび最小自乗法で推計することを試み

る。ここで、就業形態 L については、正規雇用、不本意型の非正規雇用、本意型の非正規

雇用、失業、非労働力に関するダミー変数を用いるほか、個人属性 X は性別ダミー、年齢

層ダミー、世帯所得、既婚ダミー、未就学こどもダミー、世帯人数、預金、借金を用いる。 
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内生性の考慮 

上の実証モデルを推計する際には、就業形態と心身症状指標の内生性を注意深く考慮す

る必要がある。実証モデルでは、就業形態 L が心身症状指標に影響を与えることが仮定さ

れているが、推計では、心身症状が多いために非正規雇用や非労働力を選択するといった

逆の因果性の可能性を考慮することが重要となる。 

そこで、分析では、労働者固有の効果によって生じる内生性を考慮するために個々人の

固定効果をコントロールし、さらに、時間とともに変わりうる要因についても操作変数で

コントロールする推計も実施する。具体的には、県別の有効求人倍率、1年前の就業形態（5

就業形態についてのダミー変数）、学歴（大卒、短大・高専卒、高卒、中卒についてのダ

ミー変数）、居住地域（関東および近畿についてのダミー変数）を操作変数とする固定効

果 IV推計を行う。ただし、固定効果モデルではトービットモデルなどの非線形モデルを扱

えないため、線形モデルを仮定する。 

 

3.4 分析結果 

 

 分析結果は表 4 のとおりである。まず、個人属性をコントロールしないケース（1～3）

をみると、トービットモデルや最小二乗推計では、図 6 でみたように、正規雇用以外の就

業形態で心身症状指標はおおむね有意に正規雇用よりも大きくなっている。しかし、内生

性を考慮した固定効果 IV推計では、不本意型の非正規雇用と失業だけが、正規雇用よりも

有意に心身症状指標が大きい。このことは、本意型の非正規雇用や非労働力の心身症状指

標は正規雇用よりも大きいものの、因果関係としては心身症状があってメンタルヘルスが

芳しくないために、正規雇用ではなく本意型の非正規雇用や非労働力を選択していること

を示唆する。 

一方、不本意型の非正規雇用の心身症状指標は固定効果推計でも大きくなっているため、

不本意型の非正規雇用という就業形態が原因となって労働者のストレスが大きくなってい

ると解釈することができる。事実、不本意型の非正規雇用から正規雇用へ移行できたサン

プルについて心身症状指標の変化をみてみると、17.6 から 16.4 と 1.2 ポイント低下してお

り、固定効果推計の結果が示すように、不本意型の非正規雇用から正規雇用へと就業形態

を変化させることで労働者のストレスは減る傾向にあることがわかる。なお、トービット

モデルと最小二乗推計の結果を比べると、係数の大きさなどは極めて類似しており、心身

症状指標がゼロとなるサンプルが多数観察されたことの影響はそれほど大きくないものと

推察される。 

 次に、個人属性をコントロールしたケース（4～6）をみると、トービットモデルや最小

二乗推計において、不本意型の非正規雇用以外の就業形態では正規雇用と心身症状指標が
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有意に異ならないことがわかる。個人属性の係数をみると、年齢や低所得という要因が心

身症状指標を大きくする傾向があり、本意型の非正規雇用や非労働力の心身症状指標が図 6

やケース 1～3の推計で大きかったのは、就業形態の直接的な影響ではなく、年齢の高さや

所得の低さに起因するものである可能性も示唆される。 

 一方、固定効果 IV推計をみると、不本意型の非正規雇用とともに失業の心身症状指標も、

統計的に有意に正規雇用よりも大きくなっている。また、不本意型の非正規雇用と失業の

係数の差の検定を行うと、両者は統計的に有意に異ならないとの結果が得られる。つまり、

心身症状の悪化は不本意型の非正規雇用と失業で同程度であると解釈できる。 

 以上、推計結果からは、不本意型の非正規雇用と失業という就業形態に就くことで、心

身症状あるいはストレスが大きくなり、メンタルヘルスを害する可能性が高まることがわ

かった。これらの就業形態はいずれも労働者の希望に合わないという意味で需要側の制約

を受けており、そのために厚生水準が低くなっていると解釈できる。失業が主観的厚生水

準を低くすることは、Clark and Oswald [1994]、Winkelmann and Winkelmann [1998] 、大竹

［2004］、佐野・大竹［2007］などの多くの先行研究で指摘されてきたことであるが、本

稿では、失業だけでなく不本意型の非正規雇用でも主観的厚生水準が低下することを示し

たことになる10。 

一方、長時間労働という意味での制約を受けている可能性のある正規雇用は、本意型の

非正規雇用や非労働力と心身症状の大きさは同程度であった。このことからは、1 つには、

正規雇用で働く日本人が長時間労働を強いられているとしても、大きな不効用は生じにく

い効用関数をもっているという解釈ができる。日本人はしばしばワーカホリックといわれ

るように、長時間労働からの不効用は小さく、むしろ仕事の充実感など仕事自体から効用

を得る傾向が強いことが反映されているのかもしれない。もう 1 つには、本意型の非正規

雇用であっても、雇用の不安定性といった日本の非正規雇用に固有の問題があり、それが

主観的厚生水準を低めているとの解釈もできよう。本稿では、年齢や世帯所得、あるいは、

個々人の固定効果などをコントロールしたが、それ以外の要因で就業形態に固有のものが

心身症状に影響を与えている可能性があり、それが非正規雇用の不安定性などの問題であ

ると考えることもできる11。 

 

                                                  
10 このことは、鶴ほか［2011］による最近の研究でも確認できる。彼らは、経済産業研究所が
実施した日雇い派遣労働者をはじめとする非正規労働者へのアンケート調査をもとに、不本意に
非正規雇用として働いている労働者ほど幸福度が低いことを明らかにしている。 
11 このことは、補償賃金仮説で非正規雇用の賃金が説明できないことを指摘した先行研究（永
瀬［1997］や森川［2010］）の結果とも整合的といえる。たとえば、森川［2010］は、経済産業
省の実施した労働者に対するアンケート調査のデータをもとに、労働者の賃金と労働時間をコン
トロールしても、女性の派遣社員や男性のパートタイマーで仕事に対する満足度が低くなってい
ることを明らかにしている。 
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４ おわりに 

 

 本稿では、『慶應義塾家計パネル調査（Keio Household Panel Survey）』（2004～2010年）の

個票データを用いて、不本意型を中心とする非正規雇用の実態を明らかにするとともに、

就業形態毎に人々の主観的厚生水準が異なるかどうかを検証した。不本意型の非正規雇用

とは、本来ならば正規雇用に就きたいのに職がないため仕方なく非正規雇用に就いている

就業形態のことであり、本稿では、自ら非正規雇用を希望している本意型の非正規雇用と

区別した分析を行った。 

 分析の結果、不本意型の非正規雇用は全サンプルの 3.4%、非正規雇用に占める比率でみ

ても 13.8%と小さく、非正規雇用で就業している雇用者の大多数は自ら選択している本意型

であることがわかった。ただし、不本意型の非正規雇用は、失業と比べると、その数は約

1.5倍と無視しえないことも示された。このほか、不本意型の非正規雇用は、独身、20歳代

あるいは 40～50歳代、契約社員や派遣社員、運輸・通信職や製造・建設・保守・運搬など

の作業職などで多く、また、景気循環との関係では不況期に増える傾向があることも明ら

かになった。このほか、就業形態の選択行動や就業形態間の移行状況をみると、不本意型

の非正規雇用は、同じ非正規雇用であっても本意型とはその特性は異なり、むしろ失業と

の類似性が高いことがわかった。 

次に、個々人の主観的厚生指標として心身症状（ストレス）の大きさを点数化した指標

を就業形態間で比較したところ、正規雇用よりも非正規雇用や失業、非労働力でストレス

が大きいことがわかった。しかし、年齢や所得などの個人属性や就業選択の内生性をコン

トロールすると、非正規雇用の中でもストレスが大きいのは不本意型だけであり、本意型

の非正規雇用については、非就業と同様に、正規雇用と同程度のストレスになっているこ

とも明らかになった。非正規雇用だからといって厚生水準が低くなっているとは限らず、

その大多数を占める本意型については正規雇用や非就業と変わらないことは特筆に値しよ

う。一方で、不本意型の非正規雇用については、正規雇用や不本意型の非正規雇用などの

就業形態よりも心身症状指標が有意に大きく、その大きさは失業と同程度である。不本意

型の非正規雇用や失業という就業形態は、いずれも労働者の希望に合わないという意味で

需要側の制約を受けており、そのために厚生水準が低下し、健康被害という形でその影響

が顕現化していると解釈できる。 

以上の分析結果からは、非正規雇用問題を議論する際には、本意型と不本意型に区別す

る視点が重要であることが含意として導かれる。同じ非正規雇用であっても、属性や厚生

水準などは本意型と不本意型で大きく異なる。近年、非正規雇用問題として、待遇の悪さ

や不安定性が問題視されるが、大多数の非正規雇用は自ら希望してその就業形態を選択し

ているという意味では、非正規雇用問題の深刻度は、相対的には本意型よりも不本意型で

大きいと捉えられる。このため、政策対応としては、必要性がより高い不本意型の非正規
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雇用を優先することが重要といえよう。 

そもそも非正規雇用に不安定性が生じるのは、企業が不確実性に対処するために、雇用

調整のバッファーとして非正規雇用を活用していることが背景にある。景気変動に応じて

雇用を柔軟に調整できるからこそ企業の競争力を保つことができることを踏まえると、非

正規雇用の不安定性をどの程度是正すべきか、あるいは、非正規雇用の活用にどの程度の

規制を設けるかといった議論は、労働者からみた雇用の不安定性と企業からみた雇用の柔

軟性のバランスをどのようにとるかが大きな論点になる。その際に、非正規雇用全体の仕

組みを変えることは企業経営に与える影響が大きいため、まずは非正規雇用の中でも圧倒

的に人数が少ない不本意型から政策的な対応を検討していくことが 1 つの方向性として考

えられるだろう。 

一方、本稿では、不本意型の非正規雇用は失業との類似性が高いという結果も示された。

このことは、仮に非正規雇用という就業機会がなければ、不本意型の非正規雇用は失業者

になっていたとの解釈もでき、その点を重視すれば、不本意型であっても非正規雇用で就

業できていることは、むしろ失業率の上昇を抑え、労働者の生活を支えているという意味

で、一定の役割を果たしていると評価できよう。失業でなく不本意型の非正規雇用に就く

ことで、かえって正規雇用へ移行しにくくなるのであれば、安易に不本意就業することは

問題ともいえるが、本稿の分析からは、正規雇用への移行確率や主観的厚生水準は失業と

不本意型の非正規雇用で変わらないことが示されている。 

しかしながら、不本意型の非正規雇用は、何らかの需要側の制約を受けており、労働者

の希望が実現していないという意味では、失業と同様に、政策的な対応を施す必要がある

のも事実である。本稿の分析では、不本意型の非正規雇用で就業することで効用が低下し、

結果的に労働者の心身症状、つまりストレスが有意に大きくなっている可能性が示された。

不況期に一時的に不本意に非正規雇用される労働者が増加することは仕方がないとしても、

中長期的には、より多くの正規雇用への需要を創出することや、非正規雇用から正規雇用

への移行がスムーズになるような制度設計を構築することが必要といえよう。 
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図 1：就業形態の構成比の推移 
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図 2：男女別・年齢層別・婚姻別にみた就業形態の構成比 
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図 3：非正規雇用に占める不本意型の比率 
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図 4：正規雇用への移行確率 
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図 5：就業形態別の心身症状指標（ストレス）の分布 
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図 6：属性別にみた心身症状指標 
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表 1：基本統計量 
 

正規 不本意非正規 本意非正規 失業 非労働力

男性ダミー 0.77 0.34 0.09 0.41 0.03

(0.42) (0.47) (0.29) (0.49) (0.16)

年齢ダミー（ベース＝20歳代）

30歳代 0.31 0.23 0.31 0.36 0.44

(0.46) (0.42) (0.46) (0.48) (0.50)

40歳代 0.38 0.34 0.39 0.31 0.31

(0.48) (0.48) (0.49) (0.46) (0.46)

50歳代 0.18 0.25 0.18 0.19 0.15

(0.39) (0.44) (0.38) (0.39) (0.36)

学歴ダミー（ベース＝短大・高専卒）

大卒 0.34 0.18 0.13 0.18 0.16

(0.47) (0.38) (0.33) (0.39) (0.37)

高卒 0.43 0.53 0.51 0.50 0.43

(0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50)

中卒 0.08 0.09 0.10 0.15 0.10

(0.27) (0.28) (0.30) (0.35) (0.29)

家族構成

既婚ダミー 0.83 0.60 0.83 0.62 0.95

(0.38) (0.49) (0.38) (0.49) (0.22)

未就学のこどもダミー 0.23 0.08 0.13 0.14 0.42

(0.42) (0.27) (0.34) (0.34) (0.49)

同居人数 3.84 3.48 3.93 3.61 3.96

(1.42) (1.43) (1.37) (1.38) (1.22)
県別有効求人倍率 0.89 0.84 0.90 0.84 0.88

(0.35) (0.33) (0.35) (0.34) (0.33)
サンプルサイズ 9,977 656 4,058 447 4,018  

 

備考）括弧内は標準誤差。 
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表 2：多項ロジットモデルの推計結果 

 

正規 不本意非正規 本意非正規 失業 非労働力

男性ダミー 0.681** -0.011** -0.311** -0.002 -0.356**

(0.006) (0.002) (0.006) (0.002) (0.005)

年齢ダミー（ベース＝20歳代）

30歳代 -0.073** -0.002 0.020 0.015** 0.041**

(0.018) (0.005) (0.013) (0.006) (0.008)

40歳代 -0.043* 0.008 -0.002 0.006 0.031**

(0.019) (0.006) (0.014) (0.006) (0.009)

50歳代 -0.082** 0.028** -0.012 0.012+ 0.054**

(0.022) (0.008) (0.015) (0.007) (0.012)

学歴ダミー（ベース＝短大・高専卒）

大卒 0.023 -0.006 -0.029** -0.003 0.015*

(0.015) (0.005) (0.011) (0.005) (0.007)

高卒 -0.055** 0.010* 0.039** 0.009* -0.002

(0.012) (0.004) (0.009) (0.004) (0.005)

中卒 -0.046* -0.001 0.023 0.025** -0.000

(0.020) (0.006) (0.014) (0.008) (0.007)

家族構成

既婚ダミー -0.015 -0.065** 0.044** -0.047** 0.083**

(0.017) (0.008) (0.011) (0.008) (0.004)

未就学のこどもダミー -0.070** -0.018** -0.076** -0.006 0.170**

(0.014) (0.005) (0.009) (0.004) (0.010)

同居人数 0.007+ -0.003* 0.005+ -0.000 -0.008**

(0.004) (0.001) (0.003) (0.001) (0.002)
県別有効求人倍率 0.002 -0.014** 0.030** -0.012** -0.006

(0.013) (0.005) (0.010) (0.004) (0.006)  

 
備考） 1. 就業形態の選択確率への限界効果。括弧内は標準誤差（White robust standard errors）。 

2. サンプルサイズは 19,156、疑似決定係数は 0.2807、対数尤度は-16525.412。 
3. 「**」、「*」、「+」は、それぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意なことを示す。 
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表 3：就業形態の類似性比較 

 

正規雇用 不本意非正規 本意非正規 失業 非労働力

正規雇用 - 771.5 3,679.1 485.3 2,237.4

不本意非正規 3,679.1 - 416.8 50.4 847.5

本意非正規 771.5 416.8 - 359.7 991.1

失業 3,679.1 50.4 359.7 - 698.1

非労働力 2,237.4 847.5 991.1 698.1 -  
 

備考） 就業形態の組み合わせ毎に、表 4-1の多項ロジット・モデルの各係数が同一でああるとい
う帰無仮説を Wald検定した際のカイ 2乗検定量を掲載。いずれも有意水準 1%で帰無仮
説は棄却される。 
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表 4：心身症状指標の推計結果 

 

(1) (2) (3) (1) (2) (3)
トービット
モデル

最小二乗
推計

固定効果
IV推計

トービット
モデル

最小二乗
推計

固定効果
IV推計

就業形態（ベース＝正規）

不本意非正規 2.37** 2.31** 2.02** 1.19** 1.15** 1.52*
(0.34) (0.33) (0.73) (0.36) (0.36) (0.76)

本意非正規 1.43** 1.39** -0.20 0.01 0.00 -0.01
(0.15) (0.14) (0.40) (0.20) (0.19) (0.41)

失業 0.74 0.77+ 3.80** -0.08 -0.03 3.98*
(0.47) (0.45) (1.47) (0.49) (0.46) (1.58)

非労働力 1.26** 1.24** -0.29 -0.16 -0.16 -0.20
(0.16) (0.16) (0.44) (0.22) (0.22) (0.47)

世帯所得（百万円） -0.14** -0.14** -0.05+
(0.02) (0.02) (0.03)

既婚ダミー -0.34 -0.34 0.18
(0.23) (0.22) (0.64)

未就学こどもダミー 0.08 0.08 -0.16
(0.18) (0.18) (0.21)

世帯人数 0.14** 0.14** 0.10
(0.05) (0.05) (0.11)

預金（百万円） -0.01+ -0.01+ -0.00
(0.01) (0.01) (0.01)

借金（百万円） 0.01** 0.01** 0.01
(0.01) (0.01) (0.01)

男性ダミー -1.82** -1.79**
(0.18) (0.18)

年齢ダミー（ベース＝20歳代）

30歳代 1.25** 1.23**
(0.25) (0.24)

40歳代 2.01** 1.96**
(0.26) (0.25)

50歳代 2.32** 2.24**
(0.28) (0.27)

定数項 13.92** 14.04** 14.68** 14.51** 14.62** 14.46**
(0.09) (0.08) (0.17) (0.33) (0.31) (0.71)

対数尤度 -37806 -38260 -27882 -35118 -35521 -25912
サンプルサイズ 11,718 11,718 11,009 10,941 10,941 10,303

個人属性あり 個人属性なし

 

 
備考） 1. 括弧内は標準誤差（White robust standard errors）。 

2. 「**」、「*」、「+」は、それぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意なことを示す。 
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